
188 Jpn  J  Rehabil  Med　VOL. 47  NO. 4　2010

◆ お知らせ ◆ 日本リハビリテーション医学会

平成 22年度リハビリテーション科専門医会幹事選挙について

リハビリテーション科専門医会幹事会　

　平成 21年 10月に行われたリハビリテーション科専門医会総会において，幹事選挙を

Web投票主体で行うことが承認されましたが，このたび幹事選挙に関する内規が決定し

ましたのでお知らせいたします．

　今回はWeb投票，郵送投票の併用で行います．内容・方法等については今後学会誌や

ホームページに掲載いたしますので，よろしくお願いいたします．

 

専門医会幹事選挙に関する内規

（目的）

第 1条　本内規は，専門医会に関する規則第 6条第 2項に基づき，幹事の選出について定

めるものである．

（選挙管理委員会）

第 2条　本内規による選挙の管理執行に関する事務は，選挙管理委員会（以下委員会とい

う）が行う．

2　委員会は 5名で構成し，委員会委員（以下，委員という）は，専門医の資格を有する

者（専門医の認定状況が保留・喪失以外）の中から幹事長が任命する．但し，委員は幹

事候補者にはなれない．

3　委員の任期は 2年とする．但し，再任は妨げない．

4　委員長は，委員の中から互選する．

5　委員長は委員会を代表し，その事務を総理する．但し，委員長に事故あるときは，他

の委員の互選により委員長代行者を決定する．

6　委員会の議長は委員長とする．

7　委員会は，委員現在数 3分の 2以上の者が出席しなければ，議事を開き議決すること

ができない．

8　委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところに

よる．

（投票）

第 3条　投票は，選挙人 1名につき 5票の電子投票，または郵送投票にて行う．

2　郵送投票用紙は，委員会の定めたものを用い，未達による再発送は行わない．

3　定数内で，白票を除く有効投票の上位得票者を当選とする．

4　得票が同数の場合は，委員長の抽選により当選者を決める．
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5　候補者が定数または定数に満たない場合は，無投票当選とする．

（選挙の日程）

第 4条　選挙は，専門医会定例総会（以下「専門医会総会」という．）に合わせ，概ね以

下の日程で行う．

（1）選挙告示，幹事立候補受付及び郵送投票申込の受付： 110日前

（2）立候補締切： 80日前（必着）

（3）立候補者名・所信表明の告示： 60日前

（4）郵送投票申込の締切： 60日前（必着）

（5）電子投票・郵送投票開始： 45日前

（6）電子投票・郵送投票締切： 15日前（必着）

（7）開票報告：専門医会総会

（被選挙人）

第 5条　立候補者は，選挙の行われる年の 3月末日に専門医の資格を有するもので，専門

医の資格を有する評議員 2名の推薦を受けて届け出たものとする．

2　幹事立候補者は立候補に際して，立候補届・推薦状・所信表明（別紙）を提出する．

3　選挙の行われる年の 4月 1日から選挙期日前の間に専門医の認定状況が保留・喪失と

なったものは，被選挙権を喪失する．

（選挙人）

第 6条　選挙人は選挙の行われる年の 3月末日に専門医会会員となっているものとする．

2　専門医の認定状況が保留となっているものに選挙権はない．また，選挙の行われる年

の 4月 1日から選挙期日の間に保留解除となった場合も，選挙権はない．

3　選挙の行われる年の 4月 1日から選挙期日前の間に専門医会会員の資格を喪失したも

のは，選挙権を喪失する．

（告示）

第 7条　委員会は，立候補者名，それぞれの所信表明をあらかじめ全専門医に告示する．

2　委員会は，選挙結果を全専門医に報告する．

（開票）

第 8条　委員会は，選挙期日までに専門医会会員の中から開票立会人 3名を指名する．

2　開票は，委員会が開票立会人のもとで行わなければならない．

3　次の投票は，これを無効とする．

（1）電子投票と郵送投票，どちらも行ったもの

（2）郵送投票の際，定められた投票用紙を用いなかったもの

（3）定められた連記人数を超えているもの

附則

本内規は，平成 22年 3月 13日より施行する．


